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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　像担持体を帯電し、帯電された前記像担持体を画像情報に基づき露光手段により露光し
て静電潜像を形成し、前記静電潜像を現像剤で現像して画像の可視像を形成し、前記可視
像が転写された転写材を定着装置へ搬送し、前記定着装置で前記可視像を熱および圧力に
より転写材上に定着する画像形成装置において、
　画像情報から主走査方向に伸び且つ複数ラインからなる横ライン画像を抽出する抽出手
段と、
　前記定着装置に先に到達する副走査方向上流側における現像剤載り量を、副走査方向下
流側の現像剤載り量よりも少なくなるよう、前記抽出手段により抽出された前記横ライン
画像に画像処理を行なう画像処理手段と、
　前記画像処理手段により画像処理が施された横ライン画像に基づき前記露光手段に露光
を行なわせる制御手段を備えたことを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の画像形成装置において、
　前記画像処理手段は、前記横ライン画像の副走査方向下流側にいくに従い、段階的に露
光量を上げることで、前記副走査方向上流側における現像剤載り量を、前記副走査方向下
流の現像剤載り量よりも少なくなるよう画像処理を行なうことを特徴とする画像形成装置
。
【請求項３】
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　請求項１または２に記載の画像形成装置において、
　前記露光手段は、前記横ライン画像の副走査方向上流側における画像情報に基づき印字
することのない非印字領域に露光を行なうことを特徴とする画像形成装置。
【請求項４】
　請求項１ないし３の何れか１項に記載の画像形成装置において、
　前記制御手段は、前記画像処理が施された横ライン画像に基づき、前記露光手段におけ
る発光時間または発光強度を変更することで、前記現像剤載り量を制御することを特徴と
する画像形成装置。
【請求項５】
　像担持体を帯電し、帯電された前記像担持体を画像情報に基づき露光手段により露光し
て静電潜像を形成し、前記静電潜像を現像剤で現像して画像の可視像を形成し、前記可視
像が転写された転写材を定着装置へ搬送し、前記定着装置で前記可視像を熱および圧力に
より転写材上に定着する画像形成装置において、
　画像情報から主走査方向に伸び且つ複数ラインからなる横ライン画像を抽出する抽出手
段を有し、
　前記露光手段は、前記横ライン画像に対応する露光において、前記定着装置に先に到達
する副走査方向上流側における現像剤載り量を、副走査方向下流側の現像剤載り量よりも
少なくなるよう露光を行なうことを特徴とする画像形成装置。
【請求項６】
　像担持体を帯電し、帯電された前記像担持体を画像情報に基づき露光ステップにより露
光して静電潜像を形成し、前記静電潜像を現像剤で現像して画像の可視像を形成し、前記
可視像が転写された転写材を定着装置へ搬送し、前記定着装置で前記可視像を熱および圧
力により転写材上に定着する画像形成方法において、
　画像情報から主走査方向に伸び且つ複数ラインからなる横ライン画像を抽出する抽出ス
テップと、
　前記定着装置に先に到達する副走査方向上流側における現像剤載り量を、副走査方向下
流側の現像剤載り量よりも少なくなるよう、前記抽出ステップにより抽出された前記横ラ
イン画像に画像処理を行なう画像処理ステップと、
　前記画像処理ステップにより画像処理が施された横ライン画像に基づき前記露光ステッ
プに露光を行なわせる制御ステップを備えたことを特徴とする画像形成方法。
【請求項７】
　請求項６に記載の画像形成方法において、
　前記画像処理ステップは、前記横ライン画像の副走査方向下流側にいくに従い、段階的
に露光量を上げることで、前記副走査方向上流側における現像剤載り量を、前記副走査方
向下流の現像剤載り量よりも少なくなるよう画像処理を行なうことを特徴とする画像形成
方法。
【請求項８】
　請求項６または７に記載の画像形成方法において、
　前記露光ステップは、前記横ライン画像の副走査方向上流側における画像情報に基づき
印字することのない非印字領域に露光を行なうことを特徴とする画像形成方法。
【請求項９】
　請求項６ないし８の何れか１項に記載の画像形成装置において、
　前記制御ステップは、前記画像処理が施された横ライン画像に基づき、前記露光ステッ
プにおける発光時間または発光強度を変更することで、前記現像剤載り量を制御すること
を特徴とする画像形成方法。
【請求項１０】
　像担持体を帯電し、帯電された前記像担持体を画像情報に基づき露光ステップにより露
光して静電潜像を形成し、前記静電潜像を現像剤で現像して画像の可視像を形成し、前記
可視像が転写された転写材を定着装置へ搬送し、前記定着装置で前記可視像を熱および圧
力により転写材上に定着する画像形成方法において、
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　画像情報から主走査方向に伸び且つ複数ラインからなる横ライン画像を抽出する抽出ス
テップを有し、
　前記露光ステップは、前記横ライン画像に対応する露光において、前記定着装置に先に
到達する副走査方向上流側における現像剤載り量を、副走査方向下流側の現像剤載り量よ
りも少なくなるよう露光を行なうことを特徴とする画像形成方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば電子写真方式、静電記録方式等の画像形成プロセスを採用する画像形
成装置に関し、特に、その定着の際の現像剤（トナーともいう）の飛び散り抑制に関する
ものである。
【背景技術】
【０００２】
　図１９は、電子写真技術をプリンタに応用した、従来の画像形成装置であるレーザービ
ームプリンタの概略構成を示す縦断側面図である。このレーザービームプリンタの動作を
以下に説明する。図示しないホストコンピュータより送られた画像信号にもとづくスキャ
ナー１２０１からレーザ光により感光ドラム１２０２上に静電潜像を形成する。一方、収
納カセット１２０３中の転写材は、給紙ローラ１２０４によって１枚ずつ取り出され、レ
ジストローラ１２０５，１２０６によって書き込みタイミングを調整される。そして、転
写ローラ１２０７によって感光ドラム１２０２上のトナー像が転写材に転写される。その
後、搬送ベルト１２０８、定着ローラ１２０９ａ、加圧ローラ１２０９ｂを経て永久固定
像となり、排紙ローラ１２１０，１２１１よりトレイ１２１２上に積載される。
【０００３】
　また、従来、レーザービームプリンタにおいて、トナーの載り量を節約する省エネモー
ドを備えたものが登場してきている。この種のプリンタは、特許文献１に記載されている
ように、画像情報中の１画素のドット幅を細くしてトナーの載り量を抑制したり、特許文
献２に記載されているように、画像領域中を所定の割合で間引いてトナーの載り量を抑制
している。
【０００４】
　また、通常のプリンタにおいては、図２０，図２１に示すように、主走査方向の直線１
３０２を画像出力した場合、定着工程では、転写材１３０１上のトナー像として顕像化さ
れたライン画像が副走査方向の後端（副走査方向下流ともいえる）でトナーが飛び散って
、画像を乱す（以下、この現象を尾引きという）という問題が発生していた。
【０００５】
　この問題は、通常のオフィス環境下で発生し、特に湿度が高いほど発生しやすいことが
分かっている。これは、転写材中の水分が定着工程における急激な温度上昇および上下ロ
ーラ（定着ローラ１２０９ａおよび加圧ローラ１２０９ｂ）による圧迫により爆発的に蒸
発し、水蒸気が力の弱い後端から抜け出し、この際に同時にトナーも飛び散ることにより
発生する。また、この現象は、直線画像の副走査方向の幅が約１００μｍ～５０００μｍ
の時に発生しやすいことが経験的に知れている。
【０００６】
　このような問題を解決する一つの手法として、特許文献３に記載されているような、画
像領域部分を所定の割合で間引く手法がある。
【特許文献１】特公昭６１－６０４８０号公報
【特許文献２】特公平９－３００４２号公報
【特許文献３】特開２０００－１７５０２９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献３の提案では、画像形成工程において、画像のドットデータを検出して、所定
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のドット領域が確認された際に副走査方向の後端側のドットデータを間引く画像処理を行
っており、これにより画像処理がない場合に比べ尾引きは改善されている。
【０００８】
　しかしながら、薄紙や高温高湿環境で、記録材が吸湿した場合等には、前述の間引き手
段を用いても、尾引きの発生が確認されていた。これは、定着ニップから発生する水蒸気
の影響が、所定のドット領域が確認された際に副走査方向の後端側のドットデータを間引
くだけでは、まだ不十分であったために発生したと思われる。
【０００９】
　本発明は、このような状況のもとでなされたもので、主走査方向の直線画像において、
副走査方向の後端が飛び散って画像を乱す現象（尾引き）を、環境、紙種を問わず、減少
させることのできる画像形成装置を提供することを課題とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　前記課題を解決するため、本発明では、画像形成装置を次の（１）ないし（４）のとお
りに構成する。
【００１１】
　（１）像担持体を帯電し、帯電された前記像担持体を画像情報に基づき露光手段により
露光して静電潜像を形成し、前記静電潜像を現像剤で現像して画像の可視像を形成し、前
記可視像が転写された転写材を定着装置へ搬送し、前記定着装置で前記可視像を熱および
圧力により転写材上に定着する画像形成装置において、
　画像情報から主走査方向に伸び且つ複数ラインからなる横ライン画像を抽出する抽出手
段と、
　前記定着装置に先に到達する副走査方向上流側における現像剤載り量を、副走査方向下
流側の現像剤載り量よりも少なくなるよう、前記抽出手段により抽出された前記横ライン
画像に画像処理を行なう画像処理手段と、
　前記画像処理手段により画像処理が施された横ライン画像に基づき前記露光手段に露光
を行なわせる制御手段を備えた画像形成装置。
　（２）像担持体を帯電し、帯電された前記像担持体を画像情報に基づき露光手段により
露光して静電潜像を形成し、前記静電潜像を現像剤で現像して画像の可視像を形成し、前
記可視像が転写された転写材を定着装置へ搬送し、前記定着装置で前記可視像を熱および
圧力により転写材上に定着する画像形成装置において、
　画像情報から主走査方向に伸び且つ複数ラインからなる横ライン画像を抽出する抽出手
段を有し、
　前記露光手段は、前記横ライン画像に対応する露光において、前記定着装置に先に到達
する副走査方向上流側における現像剤載り量を、副走査方向下流側の現像剤載り量よりも
少なくなるよう露光を行なう画像形成装置。
　（３）像担持体を帯電し、帯電された前記像担持体を画像情報に基づき露光ステップに
より露光して静電潜像を形成し、前記静電潜像を現像剤で現像して画像の可視像を形成し
、前記可視像が転写された転写材を定着装置へ搬送し、前記定着装置で前記可視像を熱お
よび圧力により転写材上に定着する画像形成方法において、
　画像情報から主走査方向に伸び且つ複数ラインからなる横ライン画像を抽出する抽出ス
テップと、
　前記定着装置に先に到達する副走査方向上流側における現像剤載り量を、副走査方向下
流側の現像剤載り量よりも少なくなるよう、前記抽出ステップにより抽出された前記横ラ
イン画像に画像処理を行なう画像処理ステップと、
　前記画像処理ステップにより画像処理が施された横ライン画像に基づき前記露光ステッ
プに露光を行なわせる制御ステップを備えた画像形成方法。
　（４）像担持体を帯電し、帯電された前記像担持体を画像情報に基づき露光ステップに
より露光して静電潜像を形成し、前記静電潜像を現像剤で現像して画像の可視像を形成し
、前記可視像が転写された転写材を定着装置へ搬送し、前記定着装置で前記可視像を熱お
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よび圧力により転写材上に定着する画像形成方法において、
　画像情報から主走査方向に伸び且つ複数ラインからなる横ライン画像を抽出する抽出ス
テップを有し、
　前記露光ステップは、前記横ライン画像に対応する露光において、前記定着装置に先に
到達する副走査方向上流側における現像剤載り量を、副走査方向下流側の現像剤載り量よ
りも少なくなるよう露光を行なう画像形成方法。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、環境、転写材の種類を問わず、尾引き、画像欠け等のない良好な画像
が提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明を実施するための最良の形態をレーザービームプリンタの実施例により詳
しく説明する。なお、本発明は、レーザービームプリンタ等の装置の形に限らず、実施例
の説明に裏付けられて、画像形成方法およびこの方法を実現するためのプログラムの形で
実施することができる。
【実施例１】
【００１４】
　実施例１の画像形成装置である“レーザービームプリンタ”について図１～図４に基づ
き説明する。図１は、本実施例のレーザービームプリンタの構成を示すブロック図である
。図１において、１はレーザービームプリンタ（以下、プリンタと略称する）、２は画像
情報発生源であるホストコンピュータである。プリンタ１は、入出力Ｉ／Ｆ（インターフ
ェース）３、ＣＰＵ（中央演算処理装置）４、操作パネル５、メインメモリ６、ビットマ
ップメモリ７、画像処理部８、プリンタエンジン９を有している。
【００１５】
　入出力Ｉ／Ｆ３は、ホストコンピュータ２からの画像情報を受信すると共に、プリンタ
１からのステータス情報をホストコンピュータ２に送信するものである。ＣＰＵ（中央演
算処理装置）４は、本プリンタ１全体の制御を司るものである。操作パネル５は、各種操
作を行うための操作ボタンおよび各種の情報を表示する表示部を有し、本プリンタ１を操
作するためのパネルである。なお操作パネル５での動作は、ホストコンピュータ２との通
信で実行しても何ら問題はない。
【００１６】
　メインメモリ６は、ＣＰＵ４の動作処理手順や文字パターン等を記憶しているメモリで
ある。ビットマップメモリ７は、印字する１ページ分のドットイメージを展開可能なメモ
リである。なお、ＣＰＵ４の演算速度が早い場合等は、異なる画像のドットイメージを複
数枚記録することで、連続プリントが可能となるよう、複数ページ相当のビットマップメ
モリを持たせても問題はない。画像処理部８は、画像処理工程を実行するもので、その詳
細は後述する。プリンタエンジン９は、画像を転写材に印字するものである。
【００１７】
　ここで、前述の画像処理工程は、１．画像処理領域の選定および２．画像処理の実行に
示す２工程で実行されており、以下に説明する。
【００１８】
　［１．画像処理領域の選定］
　図２および図３は、画像処理部８の画像処理領域を示す図である。図２において、１０
は主走査方向の１ドット幅ライン上の画像情報の有／無を表しており、その凸部が印字部
、凹部が非印字部を表す。図２では、左から順に１０ａ１－３ドット、１０ａ２－４ドッ
ト、１０ａ３－１ドット、１０ａ４－２ドット、１０ａ５－６ドット長さで印字されてい
る。１４は主走査方向全域の１ドットライン長を表しており、１１ｂ１～１１ｂ５は実際
に印字されるパターンを示す。また、Ｗ１は本発明にかかる画像処理を行う主走査方向の
１ドット幅ラインの基準長を示しており、本実施例では、４ドットの長さを基準長Ｗ１と
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している。
【００１９】
　図３において、１２ａ１～１２ａ４は図２に示す１０ａ１～１０ａ５と同様に主走査方
向の１ドットライン上の画像情報の有／無を副走査方向４列（４ドット）で順番に表して
おり、１３は実際に印字されるパターンであり、１３ｂ１～１３ｂ４の４本のラインで構
成されている。ここで、１３に示すように、基準長Ｗ１と基準長Ｗ２で囲まれた４×４ド
ットのエリアＷと同等以上の領域を本発明にかかる画像処理を行う領域Ｇとする。
【００２０】
　図４は、本実施例における画像処理部８が図２および図３に示す印字パターンでの動作
手順を示すフローチャートである。以下に、図４および図１～図３を用いて、一連の動作
を説明する。
【００２１】
　図１のホストコンピュータ２から送られた画像情報をプリンタ１内のビットマップメモ
リ７にて１ドット単位の画像データに変換し、その変換した画像を画像処理部８へ送る。
画像処理部８では、送られた画像情報を図４のフローチャートに従って論理計算を行う。
即ち、図４において、まず、ステップ４００（図ではＳ４００と略記する、以下同様）で
所要の１ドットライン長を設定し、次のステップ４０１で主走査方向の１ドット幅の画像
データ長ａが、主走査方向の１ドットラインの基準長Ｗ１よりも長いか否かを判別する。
そして、画像データ長ａが基準長Ｗ１よりも長い場合は、次のステップ４０２で前記ステ
ップ４０１における判別操作を副走査方向に４回繰り返したか否かを判別する。そして、
前記ステップ４０１における判別操作を副走査方向に４回繰り返さない場合は前記ステッ
プ４０１へ戻り、また、前記ステップ４０１における判別操作を副走査方向に４回繰り返
した場合は次のステップ４０２－２へ進む。つまり、図２において、１１ｂ２と１１ｂ５
の画像データは次の判別過程に進むが、１１ｂ１，１１ｂ３，１１ｂ４は画像処理を行う
ことなく、画像合成部へ送られる。判別基準を４回クリアしたもの、つまり図３の画像エ
リアＧの画像データ（走査方向長Ｗ）だけがステップ４０２－２で、画像データが途切れ
るまで、更にカウントされ、その後（最終カウント４回）画像処理部へ送られる。画像処
理部で画像変換が行われた後、ステップ４０４へ進む。一方、前記ステップ４０１におい
て画像データ長ａが基準長Ｗ１よりも短い場合は、前記ステップ４０２およびステップ４
０３をスキップしてステップ４０４へ進む。ステップ４０４では、ステップ４０３におい
て画像変換された画像と、画像変換されなかった画像とが画像合成部へ送られて、両画像
がこの画像合成部で合成されて１枚の画像となる。そして、次のステップ４０５で前記ス
テップ４０４において合成された画像が画像出力部へ送られ、この画像出力部で画像が転
写材にプリントされ出力された後、本処理動作を終了する。
【００２２】
　本実施例では、４ドット×４の領域Ｗを埋める画像データにおいて画像処理の実行を選
別をしたが、画像形成プロセス要素（感光ドラム、トナー等）の特性によっては、これに
限る訳でなく、任意にＮドット×Ｎ（Ｎ≧２）の領域で、画像処理領域を確認しても問題
ない（図８）。また６００ｄｐｉの解像度を持つレーザービームプリンタで本実施例の手
法を適用した場合、基準長Ｗ１は４ドットおよび判別基準ｎは４回（４ドット）がもっと
も良好な結果が得られている。
【００２３】
　［２．画像処理の実行］
　次に、画像処理の手法を図５～図７に基づき説明する。本実施例では、先に述べた画像
処理領域Ｇの範囲において、２値データを解析してハーフトーン画像化を行い、レーザ発
光制御を行うことで、画像処理とする。
【００２４】
　まずハーフトーン画像化について説明する。図５において、プリンタの解像度に応じた
１ｄｏｔを形成するために必要なレーザ発光時間１５がある。１ｄｏｔを形成するための
時間を連続して発光させる（１７）ことで、例えば４ドット主走査方向の直線（以下横ラ
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インという）画像が形成される。このときの感光体上の電位１９は感光体暗部電位Ｖｄ２
１に対し、露光された明部電位Ｖｌ２２となる。また、１ｄｏｔの形成に必要な基本とな
る１ｄｏｔあたりのレーザ発光時間を「基準発光時間」１００％点灯で１５とする。
【００２５】
　ここで、レーザ発光時間が例えば基準発光時間に対し５０％に制御された場合、１ｄｏ
ｔを形成するためのレーザ発光時間は１６となる。これを連続的に発光する（１８）こと
で、レーザ発光時間を基準発光時間に対し５０％に制御された４ドット横ライン画像が形
成され、感光体上の電位２０は感光体表面電位Ｖｄ２１に対し、露光された部分はＶｌ２
３となり、感光体上の潜像電位が変化２４となる。このとき、感光体上の露光電位Ｖｌと
現像バイアスのＤＣ成分との差を現像コントラストという。前記潜像電位の変化により、
現像コントラストが変化（小さくなる）することで、横ライン画像のトナー載り量は少な
くなる。また、暗部電位Ｖｄと現像バイアスのＤＣ成分との差をバックコントラストとい
う。
【００２６】
　以上説明した、レーザ発光制御を、図３で示した画像処理領域Ｇで実施するが、その工
程を以下に説明する。図６において、６－１．は、主走査方向８ドット、副走査方向４ド
ット四方に囲まれた画像処理領域Ｇ（Ｘは、ドット存在）を表す。６－２に示すように、
前記Ｇの領域で、例えば従来例の場合、レーザ発光制御を行わないため、横ライン第１な
いし第４（図では丸付き数字で表示する、以下同様）で、点灯時間１００％（図中Ｒ）で
、点灯され、副走査断面での潜像パターンは６－２ａとなる。ここで、本実施例のレーザ
発光制御は６－３に示す、発光時間Ａ－３０％，Ｂ－４５％，Ｃ－６０％，Ｄ－７５％の
ごとく制御することで、潜像パターンは６－３ａとなり、横ラインの副走査方向上流側の
トナー載り量が少ない構成となる。６－４は比較例で、横ラインの副走査方向下流側のト
ナー載り量を少なくする構成であり、レーザ発光時間は、６－４に示す、Ａ－７５％，Ｂ
－６０％，Ｃ－４５％，Ｄ－５０％および６－４ａに示される潜像パターンとなる。これ
らの手法により潜像パターンが形成され、トナー現像され転写材に転写された後のライン
画像は、図７に示す如く、従来例７－２のライン高さＬ２に比べ、本実施例７－３の、副
走査方向上流側画像処理大でライン高さＬ３、および比較例７－４のライン下流側画像処
理大ライン高さＬ４が、
Ｌ２　＞　Ｌ３　≒　Ｌ４　の関係となる。
【００２７】
　ライン高さは、Ｌ３とＬ４で略等しいが、ラインの副走査方向上流側のトナー載り量を
少なくした本実施例の構成が、比較例のライン下流側の載り量が少ない構成より、尾引き
に対して効果があることが確認された。これは、高温多湿環境で、転写材が薄い場合等に
顕著である。理由は、定着ニップに転写材が突入時、急激に温まることで、過剰の水蒸気
発生をもたらし、その水蒸気が、上流側のトナーをより積極的に吹き飛ばし、乱そうとす
るからである。
【００２８】
　さらに検討した結果、Ｎドット×Ｎドットからなる横ラインパターンにおいて、パター
ンに応じて画像処理工程におけるレーザ発光時間は、１５～１００％で変更することで、
効果があることが確認された。加えて、尾引きが目立つ、４ドット～５０ドットのライン
パターンにおいては、レーザの立ち上がり特性等を考慮して、画像欠けの防止を図ること
で、２０～１００％の範囲で効果があった。また、レーザ発光時間に加えて、発光強度を
変化させることで、潜像電位を変化させても同様な効果があることは言うまでもない。
【００２９】
　以上説明したように、２×２ドット幅以上の２値の横ライン画像において、所望の画像
パターンと比較して、比較結果に応じて、露光手段の発光時間および或いは強度を変化さ
せることで、同じドット幅同士で、副走査方向上流側におけるトナー載り量が、副走査方
向下流側のトナー載り量よりも少なくすることが可能となり、環境、転写材の種類を問わ
ず、尾引き、画像欠け等のない良好な定着画像が提供できる。
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【００３０】
　［実験１．］
　実際に本実施例を６００ｄｐｉのプリンタで確認した所、以下のようにその効果が認め
られた。なお比較例として、以下の２つも載せておく。
プリンタ：プロセススピード３００ｍｍ／ｓｅｃ　　からなるＡ４縦連続通紙で４５枚／
分排出可能なレーザービームプリンタ
解像度：６００ｄｐｉ
レーザ：副走査方向に２列からなる、ダブルビーム、
ドラム面光量：３．０ｍＪ／ｍ＾２
１ドット点灯時間：約２５ｎｓｅｃ
環境：温度３０℃、湿度８０％ＲＴ
転写材：Ｂａｄｇｅｒ　Ｂｏｎｄ　２０ｇ／ｍ＾２　放置紙
パターン：４ドット横ライン　５０ドット余白繰り返しのライン１０本
サンプリング：連続１０枚
画像処理検知領域：実施例１　図４に示す４×４ドット。
画像処理：実施例１　図６に示す。レーザ点灯時間変更。
【００３１】
　前記構成で、実施例１．（ラインの副走査方向上流側トナー載り量小）、比較例１．（
ラインの副走査方向下流側トナー載り量小）、従来例（画所処理なし）の比較した結果を
表１に示す。
【００３２】

【表１】

【００３３】
　表１において、◎は最も良い結果を表し、ついで○、△が順に良く、×はもっとも悪い
結果を表す。
【００３４】
　以上説明したように、所定の横ラインパターンにおける副走査方向上流側ラインのトナ
ー載り量を下流側と比較して少なくすることで、前記所定のパターンが形成するトナーの
高さを副走査方向に平行な断面で見た場合に下流側のトナー載り量に対して、上流側のト
ナー載り量を低く設定する事が出来る。
【００３５】
　ここで、尾引きが改善される理由を考察する。まず、記録材が定着ニップに突入した際
、定着ローラ、および加圧ローラからの急激な熱変化を受けるため、水蒸気が発生するが
、記録材は、ニップに突入する先端側から積極的に温まり、水蒸気の発生を受け易くなる
。このため、記録材上に転写されている未定着の横ライン画像は、先頭の部分から、水蒸
気の影響を受けることとなり、尾引きが発生するのである。尾引き対策としては、ライン
のトナー載り量を減らせばよいと考えられ、図１８に示すようにほぼ４通りの手法が考え
られる。１８－１は、従来例の６ドット幅の横ライン高さＨ１、１８－２は、高さが全域
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で低いＨ２、１８－３は、中央部のみ低い高さＨ、１８－４は、下流が低い高さＨ４、１
８－５は、上流が低い高さＨ５であり、トナー高さの関係は、
Ｈ１＞Ｈ３≒Ｈ４≒Ｈ５＞Ｈ２　　　　となっている。
【００３６】
　ここで、１８－２、１８－３のようにトナー高さを極端に小さくした場合、尾引きは良
好であるが、現像性や、感光ドラムの電位等が不安定になると、顕像化されたライン画像
が、カスレやライン欠け等が発生し易く、良好な定着画質を提供できない。次に１８－４
と１８－５を考察すると、定着ニップに記録材が突入した際、ニップ突入瞬間から、水蒸
気の発生は始まり、更にローラニップの狭い領域に記録材が突入していくため、集中的に
横ライントナーは、水蒸気の影響を受けることとなる。そのため、ライン上流側にトナー
載り量が多いと、即座に水蒸気の影響を受けて飛び散ることとなる。よって、上流側でト
ナー載り量が多い１８－４の方が下流側が多い１８－５より飛び散りが多く尾引きが目立
つこととなる。
【００３７】
　以上により、ライン画像のトナー載り量で上流側を下流側より少なくすることで効果的
に水蒸気による尾引きを吸湿紙、環境によらず防止できる。合わせて、ライン欠けが発生
しない程度に下流側もトナー載り量を通常より減らすことで、尾引きに効果があることは
言うまでもない。
【実施例２】
【００３８】
　実施例２である“レーザービームプリンタ”を説明する。本実施例のハードウエア構成
は，実施例１と同様なので、その説明を援用する。
【００３９】
　実施例１で示す画像処理部を配する画像形成装置により、尾引きの発生は改善
された。
【００４０】
　しかしながら、多数枚通紙後にプリントを開始した際、図９に示すように、横ラインの
前端画像が欠けてしまい（破線で位置を表示）、鮮悦度に欠ける場合があった。尾引き対
策として従来例に比べて、選択された画像領域の副走査方向上流側におけるトナーのライ
ン載り量を下流側に比べ少なくなるよう、感光ドラムの露光量を少なくしている。このた
め、ライン画像の図６　６－３ａに示すようライン画像の潜像は浅めであり、感光ドラム
の使用量が増え、感光特性が変化した場合などに、画像欠け等の劣化画像が発生する場合
がある。この感光特性の変化は、使用による感光層の膜厚変化すなわち、ドラム表面層の
磨耗によるものである。
【００４１】
　そこで以下に実施例２の画像処理を説明する。
【００４２】
　［２－１、画像処理領域の設定］
　図１０に、本実施例における画像処理領域を選定するフローチャートを示す。実施例１
と異なり横ラインの先端非印字領域を検出する工程であるステップ５００，５０１，５０
２を配している。
【００４３】
　図１０において、まず実施例１と同様にステップ４００～ステップ４０２工程で、Ｎド
ット×Ｎドットから成る画像処理領域を選別を行う。次にステップ５００で横ライン上流
側の非印字領域幅Ｗ０（先端余白幅Ｗ０）検出を行い、次にステップ５０１で、非印字領
域幅Ｗ０がドット基準長Ｗ１より長いか比較し、長くなければステップ４０３で実施例１
と同じ画像処理１を実行し、長ければステップ５０２で、新規に画像処理２を実行する。
その後の工程は実施例１と同じであり説明を省略する。
【００４４】
　［２－２画像処理の実行］
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　先に述べた、画像処理領域の設定において、ステップ４０３の画像処理１～ステップ４
０４の画像合成は実施例１と同じであり、ライン上流側には画像パターンがあり、連続的
にレーザが点灯するため、画像処理１実行後も潜像は十分に形成でき、画像欠け等の発生
はない。ここでで、上流が余白である、画像処理２の内容について説明する。
【００４５】
　本実施例では、実施例１と同様な横４ドット×縦４ドットから成る横ラインパターンに
おいて、副走査方向上流側のドットがない非印字領域に露光を行うことで、図１１に示す
ように副走査方向上流側の潜像を、浅く幅広な状態を形成している。本実施例では、例え
ば画像処理領域の選定は１行増やした、４ドット×５ドットの領域で行い、余白部（第５
）をレーザ発光時間２０％でこれにより潜像形成している。
【００４６】
　これにより、図１２に示すように、プリント枚数が進んだ場合等、感光ドラムの感度が
変化した場合等にも、画像欠けが発生しない程度の潜像が形成でき、尾引き、ライン欠け
のない高品位な定着画像が提供できる。
【００４７】
　以上説明したように、本実施例では、所定の横ライン画像の上流側で入力画像情報がな
い領域に露光することで、潜像を形成している。これにより、感光ドラムの磨耗により感
度変化で、潜像が不安定になった場合でも所望の露光時間で露光することで、画像処理後
の横ライン潜像を良好に形成することができ、尾引きが防止できると共に、ライン欠けの
ない高品位な画像が提供できる。なお本実施例と異なり、ラインエッジの露光強度を強く
した場合、画像欠けは防止できるが、エッジの潜像が深いためにトナー載り量が部分的に
増すため、尾引きの防止効果が十分ではない。そのため、エッジ部とその隣余白部と合わ
せて、画像処理を行い、最適なライン潜像を形成することが望ましい。
【実施例３】
【００４８】
　以上の各実施例では、横ライン画像において、画像処理領域を選別し、選別結果に応じ
て、画像処理を施すことで、尾引きの発生を抑えると共に画像欠けのない良好なライン画
像を提供できた。ここで、ライン画像の線幅に着目すると、本発明の画像処理が実行され
ない場合において、横ラインと縦ラインで線幅が異なり、最大１０μｍ以上の差があり、
目視の確認でも容易に確認できる場合があった。各実施例では、詳細は記載していないが
、画像形成プロセスにおいてレーザースキャナーからレーザ露光により、潜像形成後、感
光ドラム上にトナーから顕像化を図っている。近年６００ｄｐｉの解像度を有するレーザ
ービームプリンタでは、ドット再現性等を高め高画質を実現するため、レーザ光を所望の
スポット径で絞り出力させることが一般的である。例えば、孤立１ドットを綺麗にドラム
上に可視化するため、主走査方向６０μｍ、副走査方向７０μｍ程度の設計値からなるレ
ーザスポットとなる場合がある。この時連続ドットからライン画像を形成した際、同じレ
ーザ光量で露光した場合、４ドット幅で長さ８ドットの、横ラインと縦ラインでは、図１
３に示すように潜像の幅、深さが異なることで、各ライン現像工程後に縦／横ラインに幅
差が生じる。
【００４９】
　本実施例３である“レーザービームプリンタ”は、この問題に対処するものである。本
実施例のハードウエア構成は実施例１と同様なので、その説明を援用する。
【００５０】
　まず、実施例１、２同様に、図１４は、本実施例における横ラインの形成条件を表し、
１４－Ａは、４ドット幅／８ドット横線のドットパターン、１４－Ｂは、各ドットのレー
ザ光量出力（Ａ～Ｅ）、１４－Ｃは、トナーで顕像化した横ライン画像を表す。１４－Ｂ
に示すように横ライン第１～第４および、横ライン先端非印字領域第５では、実施例１、
２同様に、レーザ出力を制御することで、尾引きおよびラインの欠けのない最適潜像が形
成されている。
【００５１】
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　続いて図１５は、縦ラインの形成条件を表し、１５－Ａは、４ドット幅／８ドット縦線
のドットパターン、１４－Ｂは、各ドットのレーザ光量出力（Ｆ～Ｊ）、１４－Ｃは、ト
ナーで顕像化した縦ライン画像を表す。１４－Ｂに示す縦ライン第１～第４および、縦ラ
イン右端非印字領域第５では、１４－Ｃに示す、横ラインと比べ、レーザ光量の出力値が
異なり、４ドットラインの潜像幅が横ラインＬＹと縦ラインＬＴが、図１６にしめすよう
に、
ＬＹ≒ＬＴ

となるように各ライン任意に設定してある。この条件で顕像化すると、横ラインＬ１Ｙ、
縦ラインＬ２Ｔは、図１７にしめすように、
　Ｌ１Ｙ≒Ｌ２Ｔ

となり、縦横差がない、再現性に優れたライン画像の出力が可能となる。
【００５２】
　本実施例では、４ドット幅／８ドットの縦／横ラインで説明したが、検討の結果、２ド
ット×２ドット以上のラインで、効果があるのが確認されており、望ましくは、４ドット
～５０ドット以上のラインで、長さがドット幅と同等以上の場合効果があるのが確認され
た。
【００５３】
　また、本実施例では、横ラインよりも縦ラインのレーザ露光量を強くしたが、レーザス
ポット径、現像特性等の観点から、横ラインの露光量を縦ラインより強くしてラインの縦
横差を補正しても問題はない。
【００５４】
　以上説明したように、本実施例によれば、横ラインと縦ラインで露光時間および強度を
異ならせることで、同じドット幅の横ラインと縦ラインの潜像の形が略等しくなることで
、記録画像で尾引き、画像欠けおよぶ縦／横差のない高品位なライン画像を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】実施例１の構成を示すブロック図
【図２】実施例１における１ドットラインの例を示す図
【図３】実施例１における画像処理領域を示す図
【図４】実施例１における処理示すフローチャート
【図５】実施例１におけるハーフトーン画像化を示す図
【図６】実施例１におけるレーザ発光制御の画像処理を示す図
【図７】実施例１における横ライン画像のライン高さを示す図
【図８】実施例１の変形における処理を示すフローチャート
【図９】実施例１における横ラインの前端画像欠け画像を示す図
【図１０】実施例２における処理を示すフローチャート
【図１１】実施例２における画像処理を示す図
【図１２】実施例２における横ライン画像の断面図
【図１３】従来例における横，縦ドットラインの潜像を表す図
【図１４】実施例３の横ラインの画像処理を示す図
【図１５】実施例３の縦ラインの画像処理を示す図
【図１６】実施例３における画像処理後の横、縦ラインの潜像を示す図
【図１７】実施例３における転写材上の横、縦ライン画像を示す図
【図１８】ラインのトナー載り量を減らす手法を示す図
【図１９】従来例の構成を示す断面図
【図２０】尾引きの説明図
【図２１】尾引きの説明図
【符号の説明】
【００５６】
４　ＣＰＵ（中央演算処理装置）
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